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湯河原町条例第  号 

   湯河原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例 

湯河原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26

年湯河原町条例第27号）の一部を次のように改正する。 

                           「 

目次中「第５章 事業所内保育事業（第42条～第48条）」を 

                                    

 

              に改める。 

             」 

第６条第１項中「事項」の次に「（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。

以下「特区法」という。）第12の４第１項に規定する国家戦略特別区域小規模保

育事業を行う事業者（以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。）に

あっては、第１号及び第２号に掲げる事項）」を加え、同項第１号中「支援を行

うこと」を「支援（次項において「保育内容支援」という。）を実施すること」

に改め、同項第３号中「この号」の次に「及び第６項第１号」を加え、同条第２

項から第４項を次のように改める。 

２ 町長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを

満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができ

る。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

第５章 事業所 

第６章 雑則（ 

内保育事業（第42条～第48条） 

第49条） 

 



 
 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小規模保育事業

Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項にお

いて「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲

げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 町長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が

著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを

満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

(2) 町長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のた

めに必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困

難であること。 

 同条中第５項を第７項とし、第４項の次に次の２項を加える。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携

協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定めるものをいう。 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保

育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案

して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると町長が認める者 

６ 町長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満た

すときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

 (1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、

次のア及びイに掲げる要件を満たすと町長が認めること。 

   ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の

分担及び責任の所在が明確化されていること。 

   イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

 (2) 町長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のた

めに必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困

難であること。 

 第12条中「第33条の10各号」を「第33条の10第１項各号」に改める。 

 第16条第２項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 



 
 

 (3) 学校給食法（昭和29年法律第160号）第３条第２項に規定する義務教育諸

学校又は同法第６条に規定する共同調理場（家庭的保育事業者等が離島その

他の地域であって、第１号及び第２号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難

であると町長が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。） 

 第17条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健

康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は第13条

に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康

診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表

の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、

家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握

しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断、定期の健康診断又は臨時の健

康診断 

第23条第２項中「修了した保育士（」の次に「神奈川県の区域に係る児童福祉

法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）附則第15条第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の」を

加える。 

 本則に次の１章を加える。 

   第６章 雑則 

 （電磁的記録） 

第49条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この府令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該

書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

 附則第３条中「10年」を「15年」に改める。 

 附則第９条中「受けた者」の次に「又は国家戦略特別区域限定保育士」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


